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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第70期

第２四半期連結
累計期間

第71期
第２四半期連結
累計期間

第70期
第２四半期連結
会計期間

第71期
第２四半期連結
会計期間

第70期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 64,030 58,920 36,734 32,999 146,497

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △578 △427 773 794 4,544

四半期(当期)純利益  
又は四半期純損失(△)

(百万円) △657 215 82 453 1,305

純資産額 (百万円) ― ― 34,149 35,538 35,443

総資産額 (百万円) ― ― 118,428 112,431 108,227

１株当たり純資産額 (円) ― ― 352.21 368.66 361.19

１株当たり四半期(当
期)純利益金額又は四半
期純損失金額(△)

(円) △7.02 2.30 0.87 4.84 13.94

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 27.8 30.7 31.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △690 △674 ― ― 7,360

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,021 △2,323 ― ― △4,324

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,809 2,175 ― ― △881

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 9,546 9,752 10,581

従業員数 (名) ― ― 2,852 2,880 2,807

(注)１  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　第70期第２四半期連結累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」については、１株当たり四

半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第71期第２四半期連結累計期間、第70期第２四半期連結会計期間、第71期第２四半期連結会計期間及び第70期

の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 2,880　〔495〕

(注)  従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 964　〔184〕

(注)  従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高
前年同四半期比

(％)
生産金額(百万円)

前年同四半期比
(％)

 段ボール・紙器事業

 段ボール 　 ― 12,054 △5.6

 印刷紙器 ― ― 298 6.4

  住宅事業 　 251棟 △20.3 6,324 △23.9

(注) １  段ボール・紙器事業の生産金額は製造原価で表示しております。
２  住宅事業の生産金額は完成工事原価で表示しております。
３  住宅事業の生産高、生産金額には提携店は含まれておりません。

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　なお、段ボール・紙器事業は受注生産でありますが、生産から販売までの製品の回転が早く期末におけ

る受注残高が少ないので別表に掲げる販売実績を受注とみて大差がありません。また、運輸倉庫事業、商

事事業及びその他の事業も販売実績を受注とみて大差がないため記載を省略しております。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高
前年同四半期比

(％)
受注残高

前年同四半期比
(％)

住宅事業 342棟 △14.1 1,161棟 △13.3

(注) 受注高、受注残高には提携店は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

段ボール・紙器事業 17,543 △4.9

住宅事業 9,222 △18.0

運輸倉庫事業 4,817 △13.4

商事事業 1,277 △3.3

その他の事業 138 △10.4

合計 32,999 △10.2

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２  セグメント取引については、相殺消去しております。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

(1)経営成績の分析 

　当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）は、昨年９月のリーマン・

ショック以来の世界的な実体経済の悪化が概ね最悪期を脱し、国内景気も６月には一旦底打ちしたと言わ

れました。しかし円高や雇用情勢の悪化、設備投資の低迷の中で景気が再び底割れするリスクは依然とし

て払拭しきれず、回復に向けて出口の見えない不透明な状況が続いています。

　その中で当第２四半期連結会計期間の売上高は32,999百万円（前年同期比10.2％減）、経常利益は794百

万円（前年同期比2.7％増）、四半期純利益は453百万円（前年同期比452.4％増）となりました。 

　事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

　

段ボール・紙器事業

　段ボール・紙器事業においては、業界全体として景気悪化の逆風を受け、また夏場の天候不順からビール

・飲料等の加工食品や青果物向けにも影響が出る等、需要は前年同期を下回りました。 

当社はその中でも比較的需要の落ち込みの少ない加工食品向けを主力とすることから、本年４月に国内最

大規模を誇る館林工場に第３加工場を竣工させ、主要工場に最新鋭の加工機や品質向上のための各種装置

の導入を順次進める等、むしろ生産力の強化や品質管理の徹底に引続き積極的に取組んでまいりました。 

　また昨年秋まで３年連続して引き上げられてきた原紙の価格が一転して引き下げられる等、事業環境は

大きく変動してきていますが、更なる内部コストの削減と再生産可能な製品価格体系の維持に引続き粘り

強く取組み、お客様のご理解をいただいてまいりました。 

　この結果、段ボール・紙器事業の売上高は17,543百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益は1,518百万円

（前年同期比20.4％増）となりました。 

　

住宅事業

　住宅事業においては、高気密・高断熱で人にも環境にもやさしく、耐久性にも富むスウェーデンハウスの

優れた商品特性は、引続き高いご評価をいただいております。しかし世界的な金融危機の中での個人資産

の目減りや、雇用情勢の悪化、景気先行きの不透明感から、住宅需要は大きく減退し、新設住宅着工戸数も

大幅に減少する等、厳しい事業環境が続いております。 

　また売上が下半期に集中し上半期はコストが先行するという住宅事業の特性もあり、売上高は9,222百万

円（前年同期比18.0％減）、営業損失は514百万円（前年同期は営業損失285百万円）となりました。 

　

運輸倉庫事業

　運輸倉庫事業においては、天候不順により清涼飲料の取扱量が減少し、売上高は4,817百万円（前年同期

比13.4％減）、営業利益は215百万円（前年同期比5.7％減）となりました。 
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商事事業、その他の事業

　商事事業、その他の事業においては、第1四半期に発生したＰＥＴ関連の一時的な販売数量減の影響が残

り、売上高は1,416百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は78百万円（前年同期比11.4％減）となりま

した。 

　

(2)財政状態の分析 

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度比4,204百万円増加し、112,431百万円と

なりました。流動資産では、仕掛品が3,217百万円の増加などで前連結会計年度比3,541百万円増加の

54,426百万円となりました。固定資産では、投資その他の資産の537百万円の増加などで、前連結会計年度

比662百万円増加の58,004百万円となりました。

　負債の部は、前連結会計年度比4,109百万円増加し、76,892百万円となりました。これは主に短期借入金の

増加2,356百万円や流動負債のその他の増加3,228百万円によるものです。

　純資産の部は前連結会計年度比95百万円増加し35,538百万円となりました。これは主に、少数株主持分の

減少597百万円がありましたが、利益剰余金の増加367百万円、その他有価証券評価差額金の増加295百万円

によるものです。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期連結会

計期間末に比べ1,530百万円増加し9,752百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において営業活動による資金の増加は4,769百万円（前年同期は4,732百万円

の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の754百万円増加、減価償却費1,196百万

円、引当金719百万円の増加、売上債権の減少755百万円、未成工事受入金の増加714百万円等により増加し

ました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において投資活動による資金の減少は776百万円（前年同期は1,078百万円の

減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得により959百万円支出されたことにより減少しまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において財務活動による資金の減少は2,457百万円（前年同期は1,362百万円

の減少）となりました。これは主に借入金の減少2,410百万円があったことにより減少しました。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　今後の見通しについては、世界的な実体経済の悪化が概ね最悪期を脱したとはいえ、米国やＥＵ諸国の景

気回復の足取りは重く、国内景気の回復にも未だ紆余曲折が予想される等、今後も予断を許さない状況が

続くものと予想されます。 

　その中で段ボール・紙器事業においては、比較的景気変動の影響を受けにくく安定した需要分野である

加工食品向けを中心に、景気低迷の中でも生産性の向上や品質管理の徹底のための新しい設備やシステム

の導入を引続き積極的に進め、また人材の育成や労働環境の改善、環境対策等にも努め、お客様のニーズと

時代を先取りし、よりフットワークの利いた製造と営業の体制を構築してまいります。 

　住宅事業においては、今後も厳しい事業環境が続くと予想される中、国土交通省が昨年度からスタートさ

せた「長期優良住宅先導的モデル事業」に今年度もスウェーデンハウスが採択される等、スウェーデンハ

ウスの優れた商品特性を背景に、北欧シンプルモダンの都市型新商品「ヒュースプラータ」を新たに投入

し、お客様の多様なライフスタイルにフィットした商品展開を進めると共に、販売力の強化や業務の集約

化と効率性の向上による内部コストの削減に尚一層努めてまいります。 
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当社株式の大量取得を目的とする買付行為（または買収提案）に対する基本的な考え方 

　当社は段ボール・紙器事業によってお客様の大切な商品の「品質」と「価値」を包み、また住宅事業に

よって人々の豊かな「暮らし」を包むという、「人々にとって大切なものをやさしく包む」を大きな事業

コンセプトとし、物流と暮らしを支えるビジネスを展開してまいりました。 その中で当社は、数多くのス

テークホルダーに支えられて事業を展開してまいりましたし、今後も多くのステークホルダーに信頼され

る価値ある企業であり続けることが当社の社会的責務であると考えております。 

 

　現在、当社の企業価値を毀損し株主共同の利益に反するような、また多くのステークホルダーとの信頼関

係やその利益を害するような「当社株式の大量取得を目的とする買付行為（または買収提案）」につい

て具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としてそのような買付者が出現した場合の具体的な

取組み（所謂「買収防衛策」）を予め定めてはおりません。 

 

　しかしかかる買付行為に対しては、当社株式の取引や株主の異動状況等を常に注視すると共に、有事対応

のマニュアルを策定し、またかかる買付行為を企図する者が出現した場合には直ちに、法令及び当社の定

款によって許容される範囲内において当社として最も適切と考えられる措置を講じる体制を整備してま

いります。 

　また買収防衛策導入の要否やその内容等につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、マーケットの

受け止め方等の動きを注視しながら、今後も重要な経営課題のひとつとして引続き検討してまいります。 

　

(5)研究開発活動 

　当第２四半期連結会計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の研究開発活動の金額は、38

百万円であります。 

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 290,098,000

計 290,098,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 96,707,84296,707,842
東京証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 96,707,84296,707,842― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年７月１日～
平成21年９月30日

― 96,707 ― 13,699 ― 11,138
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(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ホッカンホールディングス株式
会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－２ 8,522 8.81

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 8,435 8.72

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町１丁目４－２ 4,618 4.78

株式会社みずほコーポレート銀
行(常任代理人　資産管理サービ
ス信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 
(東京都中央区晴海１丁目８－12晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟) 

3,748 3.88

日本製紙株式会社 東京都北区王子１丁目４－１ 3,500 3.62

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 3,458 3.58

東海パルプ株式会社 静岡県島田市向島町4379 2,700 2.79

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 2,424 2.51

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(中央三井アセット
信託銀行再信託分・ＣＭＴＢエ
クイティインベストメンツ株式
会社信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 2,403 2.48

トーモク共栄会 神奈川県横浜市緑区青砥町348－３ 2,106 2.18

計 ― 41,916 43.34

(注)１　上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティサービス信託銀行株式会社信託口　　3,458千株

２　トーモク共栄会が所有している株式には、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されている

株式数168千株が含まれております。

３　上記のほか当社所有の自己株式3,171千株(3.28%)があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　   3,171,000

― ―

　
(相互保有株式)
普通株式　　   203,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式    92,444,000                 92,444 ―

単元未満株式 普通株式　     889,842― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数             96,707,842 ― ―

総株主の議決権 ―                  92,444 ―

(注)１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式及び「単元未満株式」欄の普通株式の中には、証券保管振替機構名

義の株式がそれぞれ9,000株(議決権９個)及び500株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構

名義の完全議決権株式に係る議決権の数９個が含まれております。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

　自己保有株式　　　　587株

　相互保有株式

　　大正紙器㈱　　　　540株

　　森川綜合紙器㈱　　 19株

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　

株式会社トーモク
東京都千代田区丸の内
２丁目２－２

3,171,000        ― 3,171,0003.28

(相互保有株式) 　 　 　 　 　

大正紙器株式会社
栃木県栃木市平柳町
１丁目18－13

        ― 114,000114,000 0.12

森川綜合紙器株式会社
北海道旭川市永山１条
12丁目１-12

35,000 54,000 89,000 0.09

計 ― 3,206,000168,0003,374,0003.49

(注)１　株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権２個)あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の中に含まれております。

２　「所有株式数」のうち、「他人名義」で所有している株式数は、当社の取引先で構成される持株会(トーモク共

栄会　神奈川県横浜市緑区青砥町348－３)に加入しており、同持株会名義で当社株式168,000株を所有してお

ります。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 198 189 199 216 222 217

最低(円) 177 178 181 190 208 201

(注)  月別最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,752 10,581

受取手形及び売掛金 22,678 22,370

商品及び製品 7,854 8,791

仕掛品 4,067 850

原材料及び貯蔵品 4,049 3,937

その他 6,076 4,412

貸倒引当金 △52 △59

流動資産合計 54,426 50,885

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,776 16,555

機械装置及び運搬具（純額） 11,224 11,239

土地 17,722 17,433

その他（純額） 1,505 1,851

有形固定資産合計 ※１
 47,228

※１
 47,080

無形固定資産 263 286

投資その他の資産

投資有価証券 6,875 6,355

その他 4,227 4,076

貸倒引当金 △590 △457

投資その他の資産合計 10,511 9,974

固定資産合計 58,004 57,342

資産合計 112,431 108,227
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,627 12,242

短期借入金 4,788 2,432

1年内返済予定の長期借入金 10,430 9,837

未払法人税等 1,082 1,879

賞与引当金 1,593 1,591

その他の引当金 462 613

その他 10,231 7,003

流動負債合計 40,217 35,599

固定負債

長期借入金 28,782 29,331

退職給付引当金 3,138 3,228

その他の引当金 531 659

その他 4,221 3,965

固定負債合計 36,674 37,184

負債合計 76,892 72,783

純資産の部

株主資本

資本金 13,669 13,669

資本剰余金 11,138 11,138

利益剰余金 9,960 9,593

自己株式 △657 △654

株主資本合計 34,110 33,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 328 33

繰延ヘッジ損益 311 234

為替換算調整勘定 △268 △224

評価・換算差額等合計 371 42

少数株主持分 1,056 1,653

純資産合計 35,538 35,443

負債純資産合計 112,431 108,227
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 64,030 58,920

売上原価 53,335 48,586

売上総利益 10,695 10,333

販売費及び一般管理費 ※
 11,240

※
 10,743

営業損失（△） △544 △409

営業外収益

受取利息及び配当金 151 131

持分法による投資利益 119 102

雑収入 278 237

営業外収益合計 549 471

営業外費用

支払利息 408 379

雑損失 175 109

営業外費用合計 583 489

経常損失（△） △578 △427

特別利益

完成工事補償引当金戻入額 － 29

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 － 40

特別損失

固定資産処分損 － 93

減損損失 105 26

たな卸資産評価損 732 －

その他 106 36

特別損失合計 944 156

税金等調整前四半期純損失（△） △1,522 △544

法人税、住民税及び事業税 1,116 953

法人税等調整額 △1,286 △1,119

法人税等合計 △170 △166

少数株主損失（△） △694 △593

四半期純利益又は四半期純損失（△） △657 215

EDINET提出書類

株式会社トーモク(E00669)

四半期報告書

16/28



【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 36,734 32,999

売上原価 30,377 26,934

売上総利益 6,356 6,064

販売費及び一般管理費 ※
 5,442

※
 5,175

営業利益 914 889

営業外収益

受取利息及び配当金 22 29

持分法による投資利益 78 12

固定資産賃貸料 45 －

仕入割引 54 41

雑収入 25 61

営業外収益合計 226 145

営業外費用

支払利息 207 191

為替差損 85 －

雑損失 72 48

営業外費用合計 366 240

経常利益 773 794

特別利益

完成工事補償引当金戻入額 － 29

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 － 40

特別損失

固定資産処分損 － 52

たな卸資産評価損 282 －

その他 88 27

特別損失合計 370 79

税金等調整前四半期純利益 403 754

法人税、住民税及び事業税 816 914

法人税等調整額 △419 △493

法人税等合計 397 421

少数株主損失（△） △75 △119

四半期純利益 82 453
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,522 △544

減価償却費 2,252 2,323

減損損失 105 26

たな卸資産評価損 732 －

引当金の増減額（△は減少） △107 △365

受取利息及び受取配当金 △151 △131

支払利息 408 379

売上債権の増減額（△は増加） △2,898 △329

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,848 △2,401

仕入債務の増減額（△は減少） 762 △610

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,673 3,585

その他 △394 △688

小計 12 1,244

利息及び配当金の受取額 158 138

利息の支払額 △422 △385

法人税等の支払額 △438 △1,671

営業活動によるキャッシュ・フロー △690 △674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,122 △2,370

有形固定資産の売却による収入 20 －

関係会社の整理による収入 － 111

長期貸付けによる支出 △21 △139

長期貸付金の回収による収入 125 110

その他 △23 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,021 △2,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,784 2,356

長期借入れによる収入 1,126 1,550

長期借入金の返済による支出 △1,804 △1,400

自己株式の取得による支出 △5 △3

配当金の支払額 △280 △279

少数株主への配当金の支払額 △7 △23

その他 △2 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,809 2,175

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,094 △827

現金及び現金同等物の期首残高 8,451 10,581

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △1

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,546

※
 9,752
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

１  連結の範囲に関する

事項の変更

(１)連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、株式会社協進社は資産、売上高、利益及び利益剰余金

における重要性がなくなったため連結の範囲から除外しております。

(２)変更後の連結子会社の数

　９社

２  会計処理基準に関す

る事項の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19

年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他

の工事で当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用

しております。 

　これによる当第２四半期連結累計期間の売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失に与える影響はありません。 

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産処分損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため区分掲記しております。なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の

「その他」に含まれる「固定資産処分損」は83百万円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「有形

固定資産の売却による収入」（当第２四半期連結累計期間9百万円）は重要性が乏しいため、「投資活動による

キャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。

　

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係) 

１．前第２四半期連結会計期間において、営業外収益に区分掲記しておりました「固定資産賃貸料」（当第２四

半期連結会計期間4百万円）は、営業外収益総額の100分の20以下であるため、営業外収益の「その他」に含めて表

示しております。

２．前第２四半期連結会計期間において、営業外費用に区分掲記しておりました「為替差損」（当第２四半期連

結会計期間22百万円）は、営業外費用総額の100分の20以下であるため、営業外費用の「その他」に含めて表示し

ております。

３．前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産処分

損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため区分掲記しております。なお、前第２四半期連結会計期間の特別損

失の「その他」に含まれる「固定資産処分損」は65百万円であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、63,411百万円で

あります。

 
　２　偶発債務 
債務保証 
①スウェーデンハウス住宅購入者の金融機関のつな
ぎ融資5,282百万円に対し、債務保証を行っておりま
す。 
②従業員の住宅建設資金の借入金34百万円について、
債務保証を行っております。
③債権流動化による買戻条件付受取手形譲渡（譲渡
額面1,539百万円）に伴う買戻し義務上限額が266百
万円あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、62,037百万円で

あります。

 
　２　偶発債務
債務保証
①スウェーデンハウス住宅購入者の金融機関のつな
ぎ融資7,904百万円に対し、債務保証を行っておりま
す。
②従業員の住宅建設資金の借入金42百万円について、
債務保証を行っております。
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

 

　　給料及び手当　　　　　　　2,786百万円

　　賞与引当金繰入額　　　　　　605

　　役員退職慰労引当金繰入額　　 28

　　貸倒引当金繰入額　　　　　　203

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

 

　　給料及び手当　　　　　　　2,726百万円 

　　賞与引当金繰入額　　　　　　582 

　　役員退職慰労引当金繰入額　　 31 

　　貸倒引当金繰入額　　　　　  　8

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

 

　　給料及び手当　　　　　　　1,389百万円 

　　賞与引当金繰入額　　　　　　337 

　　役員退職慰労引当金繰入額　　  3

　　輸送費　　　　　　　　　　1,119

　　貸倒引当金繰入額　　　　 　　92

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

 

　　給料及び手当　　　　　　　1,360百万円 

　　賞与引当金繰入額　　　　　　311 

　　役員退職慰労引当金繰入額　　 14

　　輸送費　　　　　　　　　　1,021

　　貸倒引当金繰入額　　　　 　　 8

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 9,561百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△15

現金及び現金同等物 9,546百万円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 9,752百万円

現金及び現金同等物 9,752百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　96,707千株

　

２  自己株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　 3,174千株

　

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 280 3.00平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月６日
取締役会

普通株式 280 3.00平成21年９月30日 平成21年12月７日 利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　
段ボール・
紙器事業
(百万円)

住宅事業
(百万円)

運輸倉庫
事業

(百万円)

商事事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

18,44511,2525,5601,320 154 36,734 ― 36,734

  (2) セグメント間の
      内部売上高
      又は振替高

0 551 897 7,968 2 9,419(9,419) ―

計 18,44511,8046,4589,289 156 46,154(9,419)36,734

営業利益又は
営業損失(△)

1,261△285 228 71 17 1,293(379) 914

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　
段ボール・
紙器事業
(百万円)

住宅事業
(百万円)

運輸倉庫
事業
(百万円)

商事事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

17,5439,2224,8171,277 138 32,999 ― 32,999

  (2) セグメント間の
      内部売上高
      又は振替高

0 705 793 7,526 14 9,039(9,039) ―

計 17,5439,9275,6118,803 152 42,039(9,039)32,999

営業利益又は
営業損失(△)

1,518△514 215 71 6 1,297(408) 889
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　
段ボール・
紙器事業
(百万円)

住宅事業
(百万円)

運輸倉庫
事業
(百万円)

商事事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

36,36113,94810,8152,632 272 64,030 ― 64,030

  (2) セグメント間の
      内部売上高
      又は振替高

0 1,1991,70215,666 2 18,571(18,571)―

計 36,36115,14712,51818,299 275 82,602(18,571)64,030

営業利益又は
営業損失(△)

2,450△2,807 451 166 5 266 (810)△544

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　
段ボール・
紙器事業
(百万円)

住宅事業
(百万円)

運輸倉庫
事業
(百万円)

商事事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

35,16211,6899,6372,175 255 58,920 ― 58,920

  (2) セグメント間の
      内部売上高
      又は振替高

1 1,2811,57115,700 24 18,578(18,578)―

計 35,16312,97111,20917,875 279 77,499(18,578)58,920

営業利益又は
営業損失(△)

2,929△3,036 458 160 △58 453 (863)△409

(注)１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

　　２　各区分の主な製品

　　　　　段ボール・紙器事業・・・・・・・・・段ボールシート、段ボールケース、印刷紙器製品

　　　　　住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅

　　　　　運輸倉庫事業・・・・・・・・・・・・運送、保管

　　　　　商事事業・・・・・・・・・・・・・・段ボール原材料、住宅部材、保険代理店

　　　　　その他の事業・・・・・・・・・・・・ゴルフ場

３　会計処理の方法の変更
前第２四半期連結累計期間
（棚卸資産の評価に関する会計基準）
「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、たな卸
資産の評価基準については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成
18年７月５日）を第１四半期連結会計期間から適用し、原価法から原価法(収益性の低下による
簿価切下げの方法)に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比較して、当第
２四半期連結累計期間の営業損失は、住宅事業が16百万円増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会
計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年
４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年
９月30日）
　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会
計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年
４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年
９月30日）
　

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 368円66銭
　

１株当たり純資産額 361円19銭
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △7円02銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。
　

１株当たり四半期純利益金額 2円30銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) △657 215

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)

△657 215

期中平均株式数(千株) 93,586 93,540

　

EDINET提出書類

株式会社トーモク(E00669)

四半期報告書

24/28



第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0円87銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

１株当たり四半期純利益金額 4円84銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) 82 453

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 82 453

期中平均株式数(千株) 93,578 93,536

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成21年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・280百万円

(ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・3円00銭

(ハ)支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・平成21年12月７日

(注)平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。

EDINET提出書類

株式会社トーモク(E00669)

四半期報告書

25/28



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社トーモク(E00669)

四半期報告書

26/28



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月12日

株式会社トーモク

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士    佐　藤　元　宏　　㊞

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士    川　井　克　之　　㊞

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士    本　多　茂　幸　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社トーモクの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーモク及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　１　会計処理基準に関する事項の変更(1)

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更に記載されているとおり、会社は、たな卸資産の評価基準につい

て、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を第１四半期連結会計期間から適用し、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月５日

株式会社トーモク

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　藤　元　宏　　㊞

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士    川　井　克　之　　㊞

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士    本　多　茂　幸　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社トーモクの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーモク及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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